
 

 

竹原地区では患者さんが安心して在宅医療を受けられるような連携システム

を作っています。医療機関どうしが協力して、在宅医療に関わるいろんな職種

が連携して、在宅患者を支える仕組みです。 

 

① 医療機関での連携 

 ふだんは主治医が訪問診療を行いますが、主治医不在時には地域内の連携医

がサポートします。主治医の専門外の治療が必要になった場合には、各科の

協力医が往診をしてくれます。急変時には連携病院に入院できるバックアッ

プ体制も整えられています。 

 

② 多職種による連携 

医療機関と訪問看護師・薬剤師・ケアマネージャー・介護サービス等が緊密に

連携協力し、情報を共有し合って、チームとなり在宅療養生活を支えます。 

 

③ 相談窓口 

竹原市健康福祉課介護福祉係  0846-22-7743 

竹原市地域包括支援センター    0846-22-5494 


